
令和５年 障害者雇用状況の集計結果 (令和５年６月１日現在) 

柏崎公共職業安定所 

障害者実雇用率は２．２１％ 雇用率達成企業の割合は５７．９％ 

 
障害者雇用率算定対象企業（除外率適用後の常用雇用労働者数４３．５人以上規模企業７６社）に

雇用される障害者数は２８８．５人（前年比１０．５人増加）となり、実雇用率は２．２１％で前年

より０．１６ポイント増加しました。 

法定雇用率達成企業の割合は５７．９％（４４社）で前年より６．６ポイント増加し、全国平均（５

０．１％）を上回りましたが、県平均（６０．５％）は下回りました。 

 

Ⅰ 障害者の雇用状況 

 雇用障害者数（人） 実雇用率％（対前年比） 雇用率達成企業割合％（対前年比） 

柏崎所管内 ２８８．５ ２．２１ （＋０．１６P） ５７．９ （＋６．６P） 

新 潟 県 ８，１３１．５ ２．３８ （＋０．１５Ｐ） ６０．５ （＋３．３Ｐ） 

全 国 ６４２，１７８．０ ２．３３ （＋０．０８Ｐ） ５０．１ （＋１．８Ｐ） 

 

（雇用障害者の種別） 

 常用雇用労働者 短時間労働者 
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288.5 50 57 4 58 37 1 3 3 14 16 

※ 法律上、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、１人を２人に相当する者とし

てダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者につ

いては、１人を０．５人に相当する者として０．５カウントとしている。また、精神障害者である短時間労

働者については、平成３０年４月１日以降、新規雇入れから３年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得

から３年以内の者については１人とカウントしている（令和５年３月３１日までの雇入れに限る）。 

 

Ⅱ 年度別状況（柏崎所管内） 

 企業数 基礎労働者数 雇用障害者数 実雇用率 雇用率達成企業数 

令和 ５ 年 ７６ １３，０７１．０ ２８８．５ ２．２１ ４４ （５７．９％） 

令和 ４ 年 ７８ １３，５５６．５ ２７８．０ ２．０５ ４０ （５１．３％） 

令和 ３ 年 ８０ １３，２６１．５ ２７５．５ ２．０８ ４１ （５１．３％） 

令和 ２ 年 ７４ １２，９１５．５ ２６５．０ ２．０５ ４１ （５５．４％） 

令和 元 年 ７０ １２，７３６．５ ２５１．５ １．９７ ３８ （５４．３％） 



Ⅲ 全国・新潟県・柏崎所管内別の推移 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

柏崎所管内 54.3 55.4 51.3 51.3 57.9

新潟県 57.8 59.0 56.6 57.2 60.5

全国 48.0 48.6 47.0 48.3 50.1

柏崎所管内 1.97 2.05 2.08 2.05 2.21

新潟県 2.12 2.17 2.20 2.23 2.38

全国 2.11 2.15 2.20 2.25 2.33
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◇ 新潟労働局管内の集計結果 ◇ 

     
          

 
 

◇ 全国の集計結果 ◇ 
 

    

 

達成企業割合（棒グラフ） 

実雇用率（折れ線グラフ） 

【問い合わせ先】 

 柏崎公共職業安定所（ハローワーク柏崎）雇用指導官  

   電話：０２５７－２３－２１４０ 

検 索 令和５年障害者雇用状況 新潟労働局 

令和５年障害者雇用状況 厚生労働省 検 索 

（新潟労働局ホームページ掲載） 

（厚生労働省ホームページ掲載） 


